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１ ． 調 査 報 告 概 要 表 

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 福祉サービス第三者評価センター 

[認知症対応型共同生活介護用] 
                                                   
【評価実施概要】 

事業所番号 ２７９５９０００１４ 

法人名 株式会社 のどか 

事業所名 グループホームのどか住之江 

所在地 
大阪市住之江区北島２－２－８ 

           （電 話）０６－６１１５－２８２４ 
 

評価機関名 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 

所在地 大阪市中央区中寺１丁目１番５４号 大阪社会福祉指導センター内 

訪問調査日 平成 ２０年 ７月 ２４日 

【情報提供票より】（平成 ２０年 ７月 ９日事業所記入） 

（１） 組織概要 
開設年月日       平成 １９年 １月 １日 

ユニット数 ２ユニット 利用定員数計   １８人 

職員数  １９人 常勤 ６人,非常勤 １３人,常勤換算 ８．６人 

（２） 建物概要 

          鉄骨 造り 
建物構造 

  ２階建ての    １階 ～    ２階部分 

（３） 利用料金等（介護保険自己負担分を除く） 

家賃（平均月額）   ４２,０００円 その他の経費（月額）  １２,０００円 

敷    金 ○有 （ ２９４,０００円）    無 

保証金の有無 

(入居一時金含む) 

有（        円） 

○無  

有りの場合 

償却の有無 
有 ／ 無 

朝食          円 昼食        円 

夕食        円 おやつ        円 食材料費 

または１日当たり  １,１００円 

（４） 利用者の概要（平成 ２０年 ７月 ９日現在） 

利用者人数   １８名 男性  ３名 女性  １５名 

要介護１     ５名 要介護２      ５名 

要介護３     ６名 要介護４      ２名 

要介護５     ０名 要支援２   ０名 

年齢 平均  ８２歳 低   ６４歳 高   ９５歳 

（５） 協力医療機関 

協力医療機関名 小池外科、小林デンタルクリニック 

 
作成日 平成２０年８月６日 

【外部評価で確認されたこの事業所の特徴】 
母体の医療法人が別に営利法人を設立して運営するグループホームで、この営利
法人では他に３つのグループホームを運営しています。「私共は、いつもそばに
いて目配り・手配り・心配りの３配りの優しい気持ちで、気軽にお互いが挨拶を
交わせる生活の場を作り、日常生活の中で常に、五感を刺激し、生きていること
の楽しさに共感し合い一日は笑顔で始まり、笑顔で終わり地域社会の一員である
と感じていただき安全で安心のできる環境を作ります」をホームの理念とし、利
用者が安心してその人らしい生活を続けられるよう家族、職員、地域住民と共に
支えています。職員は利用者一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向に沿うよ
う支援し、言葉かけや態度は明るく丁寧で、やさしい雰囲気で接しています。母
体でもある協力病院の医師と看護師のサポートが利用者と家族に安心感を与え
ています。 

 
【重点項目への取り組み状況】 

前回評価での主な改善課題とその後の取り組み、改善状況（関連科目：外部 4） 

前回の外部評価で示された事項について、一部改善が進んでいます。系列の
ホーム間だけでなく、住之江区のホームとの相互交流が始まり、災害対策の
マニュアルを作り、フロアドアの電子ロック解除の方法を内側に明示し、リ
ビングにソファーやベンチを置いて寛げる居場所を確保しています。 
今回の自己評価に対する取り組み状況（関連項目：外部 4） 

重
点
項
目
① 

自己評価は管理者と一部の職員で話し合い作成しています。職員全員がかか
わり、議論をしての結果とはなっていません。 

運営推進会議の主な討議内容及びそれを活かした取り組み（関連項目：外部 4,5,6） 

重
点
項
目
② 

運営推進会議は地域包括支援センター職員、地域の住民、家族の参加のもと
で、３ヶ月毎に開催しています。会議ではホームの活動方針や運営状況、行
事、利用者の生活ぶりについて説明をしています。地域の行事への参加やボ
ランティアの受け入れ等地域との交流の深め方について意見を交わしてい
ます。 
 
家族の意見、苦情、不安への対応方法・運営への反映（関連項目：外部 7,8） 

重
点
項
目
③ 

家族との面会時には、利用者の生活ぶりや連絡事項を伝え、利用者の医療や
安全に関わる事項については、必要の都度電話で家族に報告しています。ま
た家族には毎月、利用者の健康状態や生活ぶりについての「生活情報」と行
事やトピックス、写真をのせた「のどか便り」を送付しています。預かり金
の金銭管理については収支と残高の管理をしていますが、定期的に家族に報
告したり、家族の確認の日付と署名を貰っていません。家族とは面会時だけ
でなく、家族会の時にも家族の思いや希望、不満を表せるようにしています。
また苦情相談箱も設置しています。 
日常生活における地域との連携（関連項目：外部 3） 

重
点
項
目
④

ホームが現在の場所に開設されてから約１年７ヶ月経過し、自治会に加入し
て回覧板をまわして貰ったり、近隣の商店主に散歩につれていってもらった
りしていますが、ここ１年で管理者が２回交替した影響もあり、地域の住民
との交流はすすんでいません。 
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２．調 査 報 告 書 

（   部分は重点項目です）                                  

外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）

○印 

(取り組みを期

待したい項目)

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

Ⅰ．理念に基づく運営 

 １.理念と共有 

1 1 

○地域密着型サービスとしての理念 

地域の中でその人らしく暮らし続ける

ことを支えていくサービスとして、事

業所独自の理念をつくりあげている 

「私共は、いつもそばにいて目配り・手配り・

心配りの３配りの優しい気持ちで、気軽にお

互いが挨拶を交わせる生活の場を作り、日常

生活の中で常に、五感を刺激し、生きている

ことの楽しさに共感し合い一日は笑顔で始ま

り、笑顔で終わり地域社会の一員であると感

じていただき安全で安心のできる環境を作り

ます」をホームの理念とし、利用者が安心し

てその人らしい生活を続けられるよう家族、

職員、地域住民と共に支えています。 

 

 

 

2 2 

○理念の共有と日々の取り組み 

管理者と職員は、理念を共有し、理念

の実践に向けて日々取り組んでいる 

理念は明文化してホーム内に掲示するととも

に、毎朝のミーティングでも唱和し、定例の

スタッフ会議や常勤会議、毎日の業務等を通

じて理念を共有し、理念に沿った介護サービ

スの実践に取り組んでいます。 

 

 

 ２.地域との支えあい 

3 5 

○地域とのつきあい 

事業所は孤立することなく地域の一員

として、自治会、老人会、行事等、地

域活動に参加し、地元の人々と交流す

ることに務めている 

ホームが現在の場所に開設されてから約１年

７ヶ月経過し、自治会に加入して回覧板をま

わして貰ったり、近隣の商店主に散歩の同行

をしてもらったりしています。しかしここ１

年で管理者が２回交替した影響もあり、地域

の住民との交流はすすんでいない状況です。

○ 

運営推進会議等を通じ、利用者が地域の

行事に参加させてもらうことや、ホーム

が地域に貢献できる役割について話し

合い、地域との交流を深めることが求め

られます。 
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

 ３．理念を実践するための制度の理解と活用 

4 7 

○評価の意義の理解と活用 

運営者、管理者、職員は、自己評価及

び外部評価を実施する意義を理解し、

評価を活かして具体的な改善に取り組

んでいる 

前回の外部評価で示された事項について、一

部改善が進んでいます。系列内のホーム同士

だけでなく、住之江区内にある複数のホーム

との相互交流が始まりました。災害対策のマ

ニュアルも作成しています。フロアドアの電

子ロック解除の暗証番号を操作盤の横に明示

し、リビングにソファーやベンチを置いて寛

げる場所を確保しています。自己評価は管理

者と一部の職員で話し合い作成しています。

職員全員がかかわり、議論をしての結果とは

なっていません。 

 

○ 

外部評価で示された事項の改善をさら

に進めるとともに、自己評価については

全職員が議論に参加し、作成することが

求められます。 

 

5 8 

○運営推進会議を活かした取り組み 

運営推進会議では、利用者やサービス

の実際、評価への取り組み状況等につ

いて報告や話し合いを行い、そこでの

意見をサービス向上に活かしている 

運営推進会議は地域包括支援センター職員、

地域住民代表、家族の参加のもとで、３ヶ月

毎に開催しています。会議ではホームの活動

方針や運営状況、行事、利用者の生活ぶりに

ついて説明をしています。地域行事への参加

やボランティアの受け入れ等、地域との交流

の深め方について意見を交わしています。 

 

 

○ 

運営推進会議は年６回、もしくは概ね２

ヶ月に１回開催することが求められま

す。 

6 9 

○ 市町村との連携 

事業所は、市町村担当者と運営推進会

議以外にも行き来する機会つくり、市

町村とともにサービスの質の向上に取

り組んでいる 

 

区の担当職員へ運営状況の報告や情報交換を

行うとともに、区の事業者連絡会に参加して

交流し、研修会にも参加しています。 
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

 ４．理念を実践するための体制 

7 14 

○家族等への報告 

事業所での利用者の暮らしぶりや健康

状態、金銭管理、職員の異動等につい

て、家族等に定期的及び個々にあわせ

た報告をしている 

家族との面会時には、利用者の生活ぶりや連

絡事項を伝え、利用者の医療や安全に関わる

事項については、必要の都度電話で家族に報

告しています。また家族には毎月、利用者の

健康状態や生活ぶりについての「生活情報」

と行事やトピックス、写真を載せた「のどか

便り」を送付しています。預かり金の管理に

ついては収支と残高の管理をホームで行って

いますが、定期的に家族への報告や、家族か

ら確認の日付と署名を得ていません。 

 

 

○ 

預り金の収支と残高明細は、家族の面会

時など定期的に確認をしてもらい、日付

と署名を得ることが求められます。 

8 15 

○運営に関する家族等意見の反映 

家族等が意見、不満、苦情を管理者や

職員ならびに外部者へ表せる機会を設

け、それらを運営に反映させている 

家族とは面会時だけでなく、家族会の時にも

家族の思いや希望、不満を表せるようにして

います。また苦情相談箱も設置しています。

 

 

 

 

9 18 

○職員の異動等による影響への配慮 

運営者は、利用者が馴染みの管理者や

職員による支援を受けられるように、

異動や離職を必要 小限に抑える努力

をし、代わる場合は、利用者へのダメ

ージを防ぐ配慮をしている 

職員数に比べ、管理者、常勤職員を含めた退

職者の割合が多くなっています。残った職員

の頑張りと新人職員の採用で利用者への影響

は 小限に抑えられていますが、多くの職員

が異動することで、馴染みの職員から支援を

受けることができない利用者への影響の大き

さを理解し、今後異動を必要 小限に抑える

努力が望まれます。 
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

 ５．人材の育成と支援 

10 19 

○職員を育てる取り組み 

運営者は、管理者や職員を段階に応じ

て育成するための計画をたて、法人内

外の研修を受ける機会の確保や、働き

ながらトレーニングしていくことを進

めている 

 

職員が外部研修や内部研修を計画的に受講す

る仕組みがなく、外部研修の研修会情報の入

手についても不十分となっています。新人職

員の採用時研修は実施されています。 ○ 

職員のステップアップ研修については、

テーマや受講者の選定を計画的に行い、

研修を実施することが求められます。 

 

11 20 

○同業者との交流を通じた向上 

運営者は、管理者や職員が地域の同業

者と交流する機会を持ち、ネットワー

クづくりや勉強会、相互訪問等の活動

を通じて、サービスの質を向上させて

いく取り組みをしている 

同系列内にあるホーム同士だけでなく、住之

江区内にある複数のグループホームと相互訪

問・交流を行い、情報交換やサービスの質の

向上に向けて、取り組みを行っています。ネ

ットワークへ加入することにより、研修情報

を入手することが容易となり、幅広いホーム

間の相互交流も期待できます。 

 

 

 

 

外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

 Ⅱ．安心と信頼に向けた関係づくりと支援 

 １．相談から利用に至るまでの関係づくりとその対応 

12 26 

○馴染みながらのサービス利用 

本人が安心し、納得した上でサービス

を利用するために、サービスをいきな

り開始するのではなく、職員や他の利

用者、場の雰囲気に徐々に馴染めるよ

う家族等と相談しながら工夫している 

職員が家庭訪問を行ったり、利用者や家族がホ

ームに来訪したり、入居体験をしたりするな

ど、家族や本人の不安を取り除き、安心して入

居、サービスを受けられるように取り組んでい

ます。 
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

 ２．新たな関係づくりとこれまでの関係継続への支援 

13 27 

○本人と共に過ごし支えあう関係 

職員は、本人を介護される一方の立場

におかず、一緒に過ごしながら喜怒哀

楽を共にし、本人から学び支えあう関

係を築いている 

職員は利用者と共に過ごし、学び支えあう関

係を目指した支援を行っています。手品の上

手な方、茶道の師範だった方、洋裁の得意な

方、園芸の好きな方等利用者の得意な分野で、

家事や行事の機会を通して学び支えあう関係

を作っています。 

 

 

 

 

 

外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

 Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント 

 １．一人ひとりの把握 

14 33 

○思いや意向の把握 

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、

意向の把握に努めている。困難な場合

は、本人本位に検討している 

入居時に家族や利用者からの聞き取りを行っ

ています。しかしその後の毎日の生活を通じ

て得られた利用者の生活歴や意向など、新た

な気付きの記録と整理がなく、利用者一人ひ

とりの暮らしや楽しみ方の希望が十分把握で

きていない状況です。 

 

○ 

７月から取り組みを始めたセンター方

式を活用して、毎日の生活を通じて得ら

れた利用者の生活歴や意向など、新たな

気付きを記録・整理し、日々のケアや暮

らし、楽しみに生かしていくことが求め

られます。 

 

 ２．本人がより良く暮らし続けるための介護計画の作成と見直し 

15 36 

○チームでつくる利用者本位の介護計画

本人がより良く暮らすための課題とケ

アのあり方について、本人、家族、必

要な関係者と話し合い、それぞれの意

見やアイディアを反映した介護計画を

作成している 

利用者の現在の暮らしや心身の状況を把握

し、医師の意見、家族や利用者の思いや要望

を反映させた介護計画を作成しています。介

護計画については家族の承認も得ています。
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

16 37 

○現状に即した介護計画の見直し 

介護計画の期間に応じた見直しを行う

とともに、見直し以前に対応できない

変化が生じた場合は、本人、家族、必

要な関係者と話し合い、現状に即した

新たな計画を作成している 

介護計画は３ヶ月毎に、また状態の変化があ

る時はその都度見直しを行っています。モニ

タリングによる達成度評価を行い、サービス

担当者会議でケース検討を行って介護計画の

見直しにつなげています。 

 

 

 

 

 ３．多機能性を活かした柔軟な支援（事業所及び法人関連事業の多機能性の活用） 

17 39 

○事業所の多機能性を活かした支援 

本人や家族の状況、その時々の要望に

応じて、事業所の多機能性を活かした

柔軟な支援をしている 

利用者や家族の希望で通院介助をしていま

す。散歩、外出、外食の時には地域のボラン

ティアの支援も受けています。 

 

 

 

 

 ４．本人がより良く暮らし続けるための地域支援の協働 

18 43 

○かかりつけ医の受診支援 

本人及び家族等の希望を大切にし、納

得が得られた、かかりつけ医と事業所

の関係を築きながら、適切な医療を受

けられるように支援している 

母体法人の医療機関医師により往診医療を受

けていますが、診療科目によっては入居以前

からのかかりつけ医療機関より引き続き医療

を受けています。医療機関と連携し、夜間や

急変時の対応についての体制も整備されてい

ます。 

 

 

 

19 47 

○重度化や終末期に向けた方針の共有

重度化した場合や終末期のあり方につ

いて、できるだけ早い段階から本人や

家族等ならびにかかりつけ医等と繰り

返し話し合い、全員で方針を共有して

いる 

 

ホームで看取りを実施する指針を示し、入居

時に家族の同意を得ています。利用者が重度

化した場合、利用者や家族、かかりつけ医と

連携をとりながら話し合い、状況の変化に合

わせて対応していく予定です。 
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

 Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援 

１． その人らしい暮らしの支援 

 （１）一人ひとりの尊重 

20 50 

○プライバシーの確保の徹底 

一人ひとりの誇りやプライバシーを損

ねるような言葉かけや対応、記録等の

個人情報の取り扱いをしていない 

 

利用者一人ひとりを人生の先輩として尊重

し、職員の言葉かけや態度は明るく、やさし

い雰囲気で接しています。職員は採用時に個

人情報の取り扱いについて、法人と書面を取

り交わしています。 

 

 

 

21 52 

○日々のその人らしい暮らし 

職員側の決まりや都合を優先するので

はなく、一人ひとりのペースを大切に

し、その日をどのように過ごしたいか、

希望にそって支援している 

 

利用者の生活リズムに配慮し、利用者のペー

スでゆったりと暮らせるよう支えています。

職員が利用者を制止したり、急かしたりする

言葉はなく柔軟な対応をしています。起床時

間に合わせた柔軟な朝食の時間、希望にあわ

せた入浴の時間、急な外出希望等について柔

軟に対応しています。 

 

 

 

  （２）その人らしい暮らしを続けるための基本的な生活の支援 

22 54 

○食事を楽しむことのできる支援 

食事が楽しみなものになるよう、一人

ひとりの好みや力を活かしながら、利

用者と職員が一緒に準備や食事、片付

けをしている 

 

食事は利用者の希望を聞きながら作成したメ

ニューに従い、ホームで調理しています。利

用者は買い物から食事準備、調理、盛り付け、

後片付け等の一連の作業に得意な分野で積極

的に参加しています。職員は利用者の食べ方

の混乱や食べこぼしに対するサポートをさり

げなく行い、会話をしながら楽しくなごやか

な雰囲気を作っています。菜園で収穫した野

菜が食卓に並ぶこともあります。 
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

23 57 

○入浴を楽しむことができる支援 

曜日や時間帯を職員の都合で決めてし

まわずに、一人ひとりの希望やタイミ

ングに合わせて、入浴を楽しめるよう

に支援している 

希望によっていつでも入浴が可能で、毎日で

も入浴することができます。通常週３回はゆ

っくり寛いだ入浴を楽しんでいます。柚子風

呂や菖蒲湯等、季節の湯も楽しんでいます。

 

 

 

  （３）その人らしい暮らしを続けるための社会的な生活の支援 

24 59 

○役割、楽しみごと、気晴らしの支援

張り合いや喜びのある日々を過ごせる

ように、一人ひとりの生活歴や力を活

かした役割、楽しみごと、気晴らしの

支援をしている 

 

利用者は一日の生活の中で家事にそれぞれの

役割を見つけ、分担し合いながら張り合いの

ある生活を送っています。利用者それぞれが

カラオケや手品、風物のちぎり絵、茶道、洋

裁、菜園での野菜・花作りと収穫などを楽し

んでいます。新聞２紙と雑誌をホームが提供

しています。 

 

 

 

25 61 

○日常的な外出支援 

事業所の中だけで過ごさずに、一人ひ

とりのその日の希望にそって、戸外に

出かけられるよう支援している 

日常的な周辺散歩や買い物以外にスーパーへ

食材の買い物、初詣や季節の花見、外食の支

援をしています。 

 

 

 

  （４）安心と安全を支える支援 

26 66 

○鍵をかけないケアの実践 

運営者及び全ての職員が、居室や日中

玄関に鍵をかけることの弊害を理解し

ており、鍵をかけないケアに取り組ん

でいる  

 

前回の外部評価で示された鍵については改善

しています。玄関ドアは内鍵方式で、フロア

ドアは電子ロックを解除する暗証番号を内側

に明示して、利用者の外出希望に見守りで対

応しています。 
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部 
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（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

27 71 

○災害対策 

火災や地震、水害等の災害時に、昼夜

を問わず利用者が避難できる方法を身

につけ、日ごろより地域の人々の協力

を得られるよう働きかけている 

 

災害に備えるマニュアルを作成し、年１回消

防署立会いで避難訓練を実施しています。非

常・災害時の食料品と水の備蓄については

低限の対応はできています。 

 

○ 

災害対策のマニュアルに従って、年２回

の避難訓練をすることが求められます。

また今後は、備蓄等について「非常用備蓄

マニュアル」等の取り決めをされてはいか

がでしょうか。 

  （５）その人らしい暮らしを続けるための健康面の支援 

28 77 

○栄養摂取や水分確保の支援 

食べる量や栄養バランス、水分量が一

日を通じて確保できるよう、一人ひと

りの状態や力、習慣に応じた支援をし

ている 

利用者の一日の食事摂取量と水分摂取量を把

握し記録しています。栄養バランスについて

は、知識のある職員が食品栄養の参考書を見

ながら計算し、看護師がアドバイスしていま

す。 

 

 

 

２． その人らしい暮らしを支える生活環境づくり 

 （１）居心地のよい環境づくり 

29 81 

○居心地のよい共用空間づくり 

共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、

食堂、浴室、トイレ等）は、利用者に

とって不快な音や光がないように配慮

し、生活感や季節感を採り入れて、居

心地よく過ごせるような工夫をしてい

る 

 

玄関まわりには季節の花、観葉植物、絵画が

飾られ訪ねやすい雰囲気になっています。リ

ビング兼ダイニングルームは明るく開放的な

スペースになっており、食卓以外にソファー

やベンチがあり、寛げる居場所になっていま

す。壁には季節の花や風物のちぎり絵作品や

行事写真が貼られ、新聞や雑誌、レクリエー

ション道具もあり、落ち着いた雰囲気になっ

ています。季節の生け花を飾るなど、さらに

安らぎと華やかさが感じられる空間にされて

はいかがでしょうか。 
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部 
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30 83 

○居心地よく過ごせる居室の配慮 

居室あるいは泊まりの部屋は、本人や

家族と相談しながら、使い慣れたもの

や好みのものを活かして、本人が居心

地よく過ごせるような工夫をしている 

 

利用者が整理ダンス、飾り棚、絵画、装飾品、

家族の写真、テレビ、時計、鏡等、使い慣れ

た馴染みの古い物や生活用品を持ち込み、利

用者が居心地よく過ごせる場所となっていま

す。ただ、事情により、一部の居室で持ち込

みの家具等がほとんどなく、もの淋しい居室

もあるため、今後は利用者や家族と相談しな

がら、ホームが支援していくことが望まれま

す。 
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